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監査結果報告について 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定による監査の結果報告は、次のとおりである。 
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四條畷市監査委員 長 畑 浩 則   

  

 

定期監査結果報告の提出について 

 

地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき、令和７年度定期監査を実施したので、そ

の結果に関する報告を同条第９項の規定により、次のとおり提出します。 

㊢ 



１ 監査の種類 

  地方自治法第１９９条第４項の規定に基づく監査 

 

２ 監査対象部局 

  都市整備部 

   都市政策課 

建設管理課 

建設整備課 

危機管理課 

下水道河川課 

会計課 

  議会事務局 

  選挙管理委員会事務局 

  公平委員会 

  固定資産評価審査委員会 

 

３ 監査の期間 

  令和７年９月２日から令和８年１月２８日まで 

   

４ 監査の着眼点及び実施内容 

  監査にあたっては、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、法令

等に準拠し適正になされているか、また、監査対象部局が所管する事務事業が、合

理的かつ効率的に執行されているかどうかを着眼点とし、監査対象部局に関係書類

及び資料の提出を求め、提出された関係書類及び資料を調査するとともに、関係職

員から事情を聴取する方法により、監査を実施した。 

 

５ 監査対象部局の所掌事務 

 【都市整備部】 

都市整備部の主な所掌事務は、都市整備部の所掌事務は、四條畷市事務分掌条例

（昭和４５年条例第１４号）第２条において、 

（１） 災害対策の総括に関すること。 

（２） 防犯に関すること。 



（３） 災害時の活動に関すること。 

（４） 交通政策に関すること。 

（５） 道路及び河川に関すること。 

（６） 交通安全施設に関すること。 

（７） 土地改良事業に関すること。 

（８） 建築に関すること。 

（９） 公園及び緑化に関すること。 

（10） 都市計画及び土地利用計画に関すること。 

（11） 土地区画整理に関すること。 

（12） 下水道に関すること。 

と規定されている。 

 

【会計課】 

 会計課の主な所掌事務は、四條畷市会計課設置規則（平成１９年規則第６号）第 

２条において、  

（１）現金及び有価証券の出納、審査及び保管に関すること。 

（２）物品の出納及び保管に関すること。 

（３）小切手の振出しに関すること。 

（４）一時借入金に関すること。 

などと規定されている。 

 

【議会事務局】 

 議会事務局の所掌事務は、四條畷市議会事務局規程（平成１３年議会規程第３号） 

第５条において、  

（１）本会議、委員会その他の会議に関すること。 

（２）議案、意見書、請願書、陳情書等に関すること。 

（３）会議録の調製に関すること。 

（４）議決事項の処理及び証明に関すること。 

などと規定されている。 

 

【選挙管理委員会事務局】 

  選挙管理委員会事務局の主な所管事務は、四條畷市選挙管理委員会規程（昭和４ 



４年選挙管理委員会規程第３号）第２４条において、 

（１）選挙及び投開票の管理に関すること。 

（２）選挙人名簿に関すること。 

などと規定されている。 

 

【公平委員会】 

公平委員会の所管事務は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第８条第 

２項において、 

（１）職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定 

し、及び必要な措置を執ること。 

（２）職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。  

などと規定されている。 

 

【固定資産評価審査委員会】 

固定資産評価審査委員会の所管事務は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号） 

第４２３条第１項の規定から、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を 

審査決定することとされている。 

 

６ 監査の結果 

  四條畷市監査基準に準拠して１から４までのとおり監査を実施した限りにおい

て、監査対象部局から提出された関係書類及び資料を調査し、関係職員から事情を

聴取した結果、事務事業の執行は、概ね法令に適合し正確に行われ、最少の経費で

最大の効果を挙げるようにしているとともに、その組織及び運営の合理化に努めて

いるものと認められた。 

  しかしながら、一部の事務手続において留意すべき、あるいは改善などを要する

事項が認められたため、これらについて指摘を行い、是正や見直し等を図るよう要

請した。 

  併せて、以下の諸点について、さらに調査研究、検討、改善等を要望するもので

ある。 



◇都市政策課 

 〇コミュニティバスの運行負担金について 

令和８年度からコミュニティバスの運行負担金が増額となる見込みとの報告が

あった。 

人件費等の上昇による運行経費の増大は、今後も避けられないものであることか

ら、今後も長期的に持続可能な制度とするべく、運賃収入や市の負担額についての

指標を事前に設定することが重要と考える。 

これらについて、四條畷市地域公共交通会議及び運賃協議部会での検討を進める

とともに、市民に向けた適切な情報提供に努められたい。 

 

◇建設管理課 

〇緑化推進啓発事業に係る補助金交付要綱の制定について 

  事務局による事前監査において、当該事業に係る補助金交付要綱を定めていない

ことが判明した。四條畷市補助金等交付規則（平成１２年規則第８号）はあくまで

補助金等の交付に係る基本的事項を規定するものであり、具体的な事項については、

別に定める必要がある。 

要綱は、行政当局が行政の指針として制定するものであって、それ自体法規とし

ての性質をもつものではないものの、統一的な処理により、事務の公平・適正な執

行を確保し、市民に対する事務の透明性を高めるために欠かせないものであること

から、当該補助金についても要綱の整備をされたい。 

 

◇建設整備課 

〇当初設計図書の作成について 

提出された主要工事一覧表により、令和７年６月までに契約した事業費１００

万円以上の工事のうち、大半の工事で変更契約が行われていることを確認した。 

工事の施工については、着工後新たな事実が判明するなど、当初の計画どおり

工事が進行しないこともあり、やむを得ず設計変更することがあり得るものでは

あるが、当初設計図書の作成にあたっては、入札時の公平性・透明性を確保する

観点から、事前の調査を十分に行うとともに、明示の徹底を図り、みだりに設計

変更が生じないよう措置されたい。 

 

 



◇危機管理課 

特に指摘をすべき重大な事項は見受けられなかった。 

 

◇下水道河川課 

〇下水道使用料体系の検討について 

今年度に実施した収支計画シミュレーションの見直しの結果、経常収支比率は令

和１０年度から、経費回収率は令和９年度からマイナスとなる見込みとの報告があ

った。 

下水道使用料体系の検討にあたっては、収支計画シミュレーションを都度見直し

ながら進めるとともに、その結果は市民に大きく影響を与えるものであることから、

検討過程を含めた情報公開を徹底されたい。 

 

◇会計課 

〇資金の保管方法の変更等について 

日本銀行のマイナス金利政策解除を踏まえた取り組みとして、歳計現金及び歳計

外現金の普通預金口座への移行や市債との相殺可能額にこだわらない資金運用を

実施しているとの報告があった。 

これらの取り組みによって、これまでにない利子及び配当金の収入が見込める反

面、市が保有する資金は、市民から住民福祉のために信託されたものであり、安全

性の確保に留意する必要がある。金融機関の安全度を測る基準の定期的な見直すと

ともに、マニュアルを作成するなど、日々のモニタリング業務を属人化することな

く組織的に継続できる仕組みづくりに取り組まれたい。 

 

◇議会事務局 

〇議会運営上生じる法的問題への対応策について 

 法令の解釈など専門的な見解が必要な案件が生じた際に、市長部局の総務課と調

整のうえ、市の顧問弁護士に相談を行った事例があるとの報告があった。 

市全体で柔軟に対応されているものと見受けられるが、市長部局と利害関係相反

が発生した場合などを想定すると、市議会として、別に助言を受けられる体制を構

築しておく必要があると思われる。 

同様の課題は、市長部局以外の執行機関に共通するものと思われ、複数の執行機

関が共同で、事案が生じた場合に依頼できる弁護士を確保する等の方策も考えられ



る。 

法的問題への対応策について、他の執行機関と連携のうえ、他市事例を参考にす

るなど、調査・研究を進められたい。 

 

◇選挙管理委員会事務局 

〇電子投票の実施について 

 本市が全国で８年ぶりに実施した電子投票について、市議会議員選挙に適用する

場合には、市長選挙と定数が異なることから、前回実施時にない課題が生じること

が報告された。 

電子投票には、無効票の発生を抑制できるなど、選挙人の意思をより正確に把握

できる利点がある一方、公正かつ円滑な選挙執行にあたっては、現在把握している

課題の解消に加え、全国的なノウハウの蓄積が望まれる。 

電子投票の実施の可否を検討するにあたっては、他団体の動向に注視しつつ、課

題の解決に向けた調査・研究を進められたい。 

   

◇公平委員会 

  特に指摘をすべき重大な事項は見受けられなかった。 

 

◇固定資産評価審査委員会 

  特に指摘をすべき重大な事項は見受けられなかった。 


